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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 農村振興局（北海道）

都道府県名 北海道 関係市町村名 茅部郡森 町
かやべぐんもりちよう

事 業 名 農地防災事業(防災ダム事業) 地 区 名 濁 川
にごりかわ

事業主体名 北海道 事業完了年度 平成17年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、森町市街地より北西に位置するカルデラ盆地であり、森町の水田面積の

60％を有する農業地帯である。
地区内には普通河川「濁川」、「中の川」、「澄川」が流れ、いずれも原始河川のた

め、洪水時には農作物、農地・農業用施設や公共施設等に、被害が発生しており、ま
た、近年は地熱発電の余熱を利用した園芸作物との複合経営から高収益農業を目指し
ており、温室や温泉熱利用のパイプラインなど施設が増加傾向にあり、洪水被害防止
の重要性は年々高まっていた。

このため、流域の広い澄川に洪水調整ダムを建設し、地熱利用温室など農業用施設
の被害を未然に防ぎ、農業経営の安定化を図ることを目的に本事業を実施した。

受益面積：402ha
受益者数：100戸
主要工事：ゾーン型フィルダム１基
総事業費：12,606百万円
工 期：昭和50年度～平成17年度 （最終計画変更：平成12年度）

〔項 目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

１ 施設更新による災害防止
事業完了後、100mm を超える豪雨の際も、地区内の農地に被害は発生しておらず、施設
の整備により一定の災害防止が図られている。
洪水被害額：事業実施前（昭和50年） 評価時点

151,100千円 → 0千円
（出典：事業計画書、森町聞き取りによる）

年月日 降水量（㎜） 被害農地面積 備考
（ｈａ）

昭和30年 7月 3日 108.1 3.0

昭和31年 8月17～18日 212.7 5.4

昭和33年 8月17～18日 158.2 3.7

昭和36年 9月 4日 159.3 4.5

昭和41年 8月16～19日 128.8 5.3

昭和46年 9月 4～ 5日 145.2 4.8

昭和50年 8月22～23日 235.0 10.8

平成19年 7月28日 131.0 ― 完了後

平成20年 8 月2～3日 101.0 ―

平成22年 8 月11～12日 202.5 ―

※雨量は気象庁HP、被害面積は森町からの聞き取りによる
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イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

本事業によりダムを設置した結果、洪水被害の防止が図られ、農業生産が維持されるとと
もに、地域住民の生活の安定と国土の保全にも寄与している。

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認
農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化

事業完了後、過去に被害を発生した時と同程度の豪雨の際にも、農地、農業用施設、公
共施設等への被害は発生していない。

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）18,389百万円
総事業費 （C）15,428百万円
投資効率 （B/C) 1.19

（注）投資効率方式により算定。

ウ 事業により整備された施設の管理状況
事業により造成された施設は、管理協定に基づき、森町により適切に管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

貯水池が整備されたことにより、農地や住宅地等の洪水被害を防止することができ、地元
の安心感が高まり、安全・安心な営農・生活環境が確保された。

２ 自然環境
本事業の実施により、新たに水面ができたことで多様な環境が創出された。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

森町の総人口は、昭和50年は23,563人であったが平成23年は17,920人へと減少している。
（上記の総人口は平成17年に砂原町と合併しており、昭和50年は２町の合計である）

（出典：国勢調査、住民基本台帳）
産業別人口は、第１次産業、第２次産業においては減少している。一方、第３次産業につ

いてはやや増加している。
(S50) （H17） 増減

第１次産業 ： 2,050人 → 1,537人 25.0%減
うち農業 ： 1,050人 → 736人 29.9%減

第２次産業 ： 2,390人 → 2,036人 14.8%減
第３次産業 ： 3,090人 → 3,391人 9.7%増

(出典：国勢調査（旧森町分）)

２ 地域農業の動向
農家戸数は大幅に減少しているが、農地利用集積が図られた結果、１戸当たりの経営面積

が拡大している。
森町の認定農業者数は評価時点で89人で、新規就農者数は平成６年以降23人となっている。

(S50) （H22） 増減
農家戸数 ： 883戸 → 196戸 77.5%減
農地面積 ： 1,881ha → 1,662ha 11.6%減
１戸当り面積： 2.1ha/戸 → 8.4ha/戸 300.0%増

(出典：農林業センサス（旧森町分）)

カ 今後の課題等
農業者の減少が止まらないことから、担い手への農地集積を促進すると共に施設の長寿命化

を図り、維持管理費を抑えるための管理・計画が必要になる。

事 後 評 価 結 果 ・ 事業実施により、農地・農業用施設及び一般公共施設の洪水被害
が防止されると共に地域住民の生活の安定と国土保全に寄与した。
このため、安定した営農が可能となり、生産、収益の安定した農業
が確立された。

第 三 者 の 意 見 ・ 特段の意見なし。
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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 北陸農政局

都道府県名 新潟県 関係市町村名 長岡市（旧中之島町）
ながおか し なか の しままち

事 業 名 農地防災事業（湛水防除事業） 地 区 名 中之島
なか の しま

事業主体名 新潟県 事業完了年度 平成17年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は長岡市の北部に位置し、信濃川と刈谷田川とに囲まれた地区で中央部を

中之島川が流下し、農地を二分している。
地区の排水は、左岸低水路と右岸低水路が中之島川の下流で合流し、洪水時には

機械排水により刈谷田川に排水されていたが、昭和40年代からの流域内開発に伴う
流出率の変化及び地盤沈下等による立地条件の変化により、現状施設では洪水時の
対応ができず、しばしば湛水被害が発生していた。

このため、排水機場の改良及び排水路２路線の改修を実施し、排水機能を回復す
ることで、湛水被害を解消し、農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せて
国土の保全に資するものである。

受益面積：605ha
受益戸数：540戸
主要工事：排水機場 １箇所、排水路 5.8km
総事業費：7,548百万円
工 期：平成２年度～平成17年度（最終計画変更：平成14年度）

〔項 目〕

ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
１ 農産物作付け状況

① 水稲は、事業実施前(H元)と評価時点を比較すると作付け面積が減少している。
② 大豆は、本事業による排水機能向上効果や、経営体育成基盤整備事業による農地の整

備により、作付け面積が大幅に増加している。
○主要農産物の作付け面積（長岡市）

品目 事業実施前 計画 評価時点 増減率
(H元) (H元～H22)

水稲 15,085ha 12,500ha 12,500ha △17.1%
大豆 618ha 1,030ha 1,040ha 68.4%
ネギ 78ha 81ha 82ha 5.1%

※評価時点については、平成22年のデータを使用している。
（出典：新潟県農林水産統計年報）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

① 本事業の実施により、湛水による被害が大幅に減少し、農業経営の安定化が図られて
いる。
○事業実施前後の湛水被害の比較【計画基準雨量：271.2mm／3日】

年月日 S53.6.26 H18.7.1 H23.7.30
降雨量 377mm/3日 196mm/3日 258.0mm/3日
家屋被害 99戸 被害なし 15戸
農地被害 1,463ha 被害なし 400ha

事業実施前 実 施 後
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(出典：長岡市からの聞き取りで旧中之島町区域の被害状況)
※H23.7.30の被害について

本地区の排水先である刈谷田川の水位が高く、大沼排水機場からの排水が減少したこ
と、刈谷田川と信濃川の合流付近で信濃川が溢水し地区内に逆流したことにより、旧中
島町区域で湛水被害が生じたが、本地区の被害状況はわずかであった。

（出典：中之島土地改良区からの聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 本事業の実施により湛水被害が大幅に軽減され、安定した農業経営が可能となった。
② さらに、ほ場整備事業(中条地区・信条地区)も実施され、担い手への農地集積により、

小規模農家から集落営農、大規模経営体へと規模拡大が進んでいる。
(出典：中之島土地改良区聞き取り)

ウ 事業により整備された施設の管理状況
本地区で整備された排水機場は、長岡市により適切に管理されている。
排水路については、中之島土地改良区により適切に管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

① 本事業により、農地への湛水被害が大幅に軽減された事と併せ、住宅地の湛水被害を
心配することなく、生活できるようになった。

（出典：中之島土地改良区からの聞き取り）

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

① 平成元年から平成22年までの農業就業人口の動向は、新潟県全体の減少率に比べ長岡
市の減少率は多い。

農業就業人口 （H元） （H17） （H22）
長岡市 19,587人 → 12,507人 → 8,528人 （H元～H22△56.5％）
新潟県 189,216人 → 129,217人 → 98,988人 （H元～H22△47.7％）

（出典：新潟県農林水産統計年報）

２ 地域農業の動向
① 平成元年から平成22年までの農家戸数の動向は、新潟県全体の減少率に比べ長岡市の

減少率は多い。
農家戸数 （H元） （H17） （H22）

長岡市 16,298戸 → 10,911戸 → 8,793戸 （H元～H22△46.0％）
新潟県 142,612戸 → 106,528戸 → 92,287戸 （H元～H22△35.3％）

（出典：農林業センサス）

② ３ha以上経営農家戸数の動向は、平成元年の676戸から平成22年の1,103戸に増加して
おり、農家全体に占める割合も平成元年(4.1％)に比べ平成22年(11.3％)が大きく、担
い手の割合が増えてきている。

３ha以上経営農家戸数（長岡市）
（３ha以上経営農家戸数／全農家数）

676戸(H元) ／ 16,298戸(H元) → 4.1％
921戸(H17) ／ 10,911戸(H17) → 8.5％
994戸(H22) ／ 8,793戸(H22) → 11.3％

（出典：新潟県農林水産統計年報）

③ 平成元年から平成22年までの耕地面積の動向は、新潟県全体の11.7%減少に対して長
岡市では減少率が7.4%と低い。
耕地面積 （H元） （H17） （H22）

長岡市 20,188ha → 18,300ha→ 18,700ha （H元～H22△ 7.4％）
新潟県 197,400ha → 177,100ha→ 174,400ha （H元～H22△11.7％）

（出典：新潟県農林水産統計年報）

カ 今後の課題等
本事業により、改良された排水機場及び改修された排水路の今後の維持管理費の低減

を図る必要がある。
（出典：長岡市、中之島土地改良区からの聞き取り）
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事 後 評 価 結 果 ・ 事業実施により農地の湛水被害は大幅に減少したことから、大
豆など水田を利用した畑作物の作付けが伸びるとともに、担い手
への農地集積により農家の規模拡大が進んでおり、事業効果の有
効性が認められる。

・ 本事業により、改良された排水機場及び改修された排水路
の今後の維持管理費の低減を図る必要がある。

第 三 者 の 意 見 ・ 特段の意見なし。
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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 東海農政局

都道府県名 愛知県 関係市町村名 一宮市、江南市
いちのみやし こうなん し

事 業 名 農地防災事業（湛水防除事業） 地 区 名 般若水系
はんにやすいけい

事業主体名 愛知県 事業完了年度 平成17年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は愛知県尾張地域の北部、一宮市、江南市、丹羽郡扶桑町及び犬山市を流下

する農業用排水路である般若排水路の下流部に位置し、水稲のほか、ねぎ・だいこん
などの畑作農業が行われている地域である。

近年、流域内の宅地開発などによる流出量の増加により、降雨時には排水能力の不
足から農地の湛水被害や家屋等の浸水被害が度々生じてきた。このため、湛水被害を
未然に防止し農業生産の維持及び経営の安定化と併せて国土の保全を目的に、本事業
により既設排水路の断面改修及び排水機場の新設を行った。

受益面積：355ha（湛水が生じると予想される面積）、うち農地面積197ha（田140ha、畑57ha）
受益戸数：1,782戸
主要工事：排水路 7.5km、排水機場 １箇所
総事業費：3,792百万円
工 期：平成元年度～平成17年度

〔項 目〕

ア．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

１．維持管理費の増加
新たに排水機場を設置したことから、維持管理費が増加している。

事業実施前：年間10万円程度
事業実施後：年間100万円程度（うち排水機場の運転経費年間80万円程度）

（出典：愛知県聞き取り）

２．施設更新による災害防止
① 湛水被害の軽減

・ 事業実施前は降雨時に以下の湛水被害を生じていた。

【事業実施前の被害状況】
年月日 降雨量 湛水面積 湛水状況(流域内) 被害額(百万円)

S51.9.8 526mm/6日 450ha 農地被害： 88ha 農業： 2,041
～9.13 214mm/日 床上浸水：108戸 一般： 1,088

床下浸水： 18戸 計 ： 3,129
S57.7.31 169mm/4日 135ha 農地被害： 30ha 農業： 755

～8.3 102mm/日 床下浸水： 36戸 一般： 101
計 ： 856

（出典：愛知県調べ）

・ 事業完了後（平成18年度～22年度）において、１日の降雨量80mm※１以上を７回記録
しているが、整備した排水路及び排水機場が適切に維持管理されていることから、湛水
被害の発生は軽減されている。
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なお、本地区で整備した排水機場及び排水路は１/20確率の降雨（20年に一度の確率
で発生する降雨で、本地区では日雨量174㎜となる。）時に、許容湛水深（30cm）以上
の湛水時間が24時間以内となる能力を有している。

【降雨状況】

項目 平.18 19 20 21 22
年度

年間降雨量(mm) 1,630 1,435 1,817 1,854 1,935
年間降雨日数(日) 120 118 124 124 106
日雨量80mm以上の日数 2 1 3 0 1
最大日雨量(mm) 110 97 173※２ 79 94

(出典：気象庁ホームページ（一宮観測所))
※１ １～２年に一度の確率で発生する降雨量に相当
※２ 19～20年に一度の確率で発生する降雨量に相当

イ．事業効果の発現状況

１．事業の目的に関する事項
流域内の宅地開発等による流出量の増加により、降雨時に湛水被害が生じていたが、既設

排水路の断面改修及び排水機場の設置により排水機能が向上し、農地、農作物、農業用施設
及び宅地、公共施設への湛水被害が軽減されている。

なお、平成20年８月、平成21年10月及び平成23年８月には、計画降雨※を超える非常に激
しい雨により一宮市及び江南市全域では床上浸水などの湛水被害が生じたが、受益地内での
被害の発生は軽減されている。

年月日 降雨量 湛水状況
一宮市・江南市 受益地内

H20.8.23 272mm/３日 床上浸水： 308世帯 床下浸水： 数世帯
～8.31 173mm/１日 床下浸水：1,468世帯

104mm/１時間
H21.10.7 148mm/３日 床下浸水： 17世帯 宅地への浸水なし（一時
～10.8 79mm/１日 的に道路・ほ場が湛水）

54mm/１時間
H23.8.21 107mm/１時間 床上浸水： 170世帯 床下浸水： 10数世帯
～8.23 (一宮市伊勢町) 床下浸水：1,046世帯

99mm/１時間
(江南市飛高町)

※ 計画降雨：22mm/１時間 （出典：愛知県調べ）

２．土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認
① 農業経営の安定化が図られているか。

受益地内の主な作物の作付面積等は以下のとおりであり、作付面積及び生産量が減少し
ているものの、引き続き農業生産が維持されている。
・ 作付面積

実施前（昭和63年） 評価時点
水 稲： 117ha → 113ha
はくさい： 3ha → 2ha
ね ぎ： 2ha → 2ha
だいこん： 6ha → 3ha
※評価時点については、平成21年のデータを使用している。

（出典：愛知県調べ）
・ 単 収

実施前（昭和63年） 評価時点
水 稲： 439Kg/10a → 462Kg/10a
はくさい： 4,843Kg/10a → 5,498Kg/10a
ね ぎ： 2,441Kg/10a → 2,138Kg/10a
だいこん： 3,982Kg/10a → 5,054Kg/10a
※評価時点については、平成21年のデータを使用している。

(出典：愛知県調べ）
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・ 生産量
実施前（昭和63年） 評価時点

水 稲： 514t → 522t
はくさい： 145t → 110t
ね ぎ： 49t → 43t
だいこん： 239t → 151t

② 農地や農業用施設への被害が防止又は軽減されているか。
上記と同様に農地や農業用施設への被害は軽減している。

③ 一般公共施設等における被害が防止又は軽減されているか。
上記と同様に一般公共施設等への被害は軽減している。

３．費用対効果分析の結果
総便益 （B） 26,991百万円
総費用 （C） 9,327百万円
総費用総便益比 （B/C） 2.89
（注）総費用総便益方式により算定。

ウ．事業により整備された施設の管理状況
整備された排水路は江南市及び宮田用水土地改良区、排水機場は一宮市により適切に維持管

理されている。

エ．事業実施による環境の変化

○ 生活環境
本地区は農地や農業用施設以外に、宅地や道路、公民館などの公共施設も受益地内に含ま

れており、排水路の整備等により排水が良好となったことから、地域住民の降雨に対する安
心感が高まったと考えられる。

また、アンケート結果によると、排水路周りのフェンス設置により転落事故への安全性が
高まったこと、ごみ投棄が減少したこと、排水路の悪臭がなくなったことなど生活環境面に
ついて地域住民から評価されている。

（出典：愛知県調べ）

オ．社会情勢の変化

事業実施前及び事業完了後の関係市における社会状況の変化は以下のとおりである。

１．社会情勢の変化
一宮市及び江南市全体での総人口は増加傾向にあるが、第１次産業人口は事業実施前の昭

和60年に比べ52％減少している。
総人口 （昭和60年） 433,433人 → （平成22年） 478,296人
第１次産業人口（昭和60年） 7,045人 → （平成17年） 3,410人

（出典：国勢調査）

２．地域農業の動向
一宮市及び江南市全体での農業就業人口は52％減少している。

農業就業人口 （昭和60年） 7,027人 → （平成17年） 3,400人
（出典：国勢調査）

カ．今後の課題等
本地区は水稲を主体とした農業地帯であるが、一方で地域の開発が進み農地、農業用施設以

外に、宅地や公共施設などを湛水被害から守る施設として重要性が高まっている。
今後も引き続き、整備された排水路及び排水機場の機能が十分に発揮されるとともに、施設

の長寿命化が図られるよう維持管理を適切に行っていくことが必要である。

事 後 評 価 結 果 排水路及び排水機場の整備により、降雨時における排水機能が向上
し、地区内の農地及び農業用施設と併せ宅地、公共施設の湛水被害が
軽減されている。
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第 三 者 の 意 見 農地の湛水被害や家屋等の浸水被害が度々発生していた地域におい
て、既設排水路の断面改修と排水機場の新設により、湛水被害の軽減
と災害の防止に寄与していることは評価できる。

今後は、整備された排水路と新設の排水機場の適切な維持管理が望
まれる。
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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 近畿農政局

都道府県名 大阪府 関係市町村名 泉南市
せんなんし

農地防災事業
事 業 名 地 区 名 泉南

せんなん

（ため池等整備事業）

事業主体名 大阪府 事業完了年度 平成 17 年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、大阪府下の南部地区に位置し、古くからため池を用水源として、水田農

業を営んできた地域で、府下でも有数の農業地域であり、水稲の他にたまねぎ、さと
いもキャベツが作付けされている。

本地区のため池の築造年は古く、築造以来部分的に改修を行い、維持管理に努めて
きたが近年堤体の老朽化による漏水及び洪水吐、取水施設の老朽化が顕著になり、防
災上危険な状況となっている。このため、ため池改修による防災安全度の向上や、農
業用水の確保・合理化と維持管理労力を軽減するとともに、地域にうるおいを与える
水辺環境の保全を図る。

受益面積： 194 ha
受益戸数： 444 戸
主要工事： ため池整備 ８ 箇所、遊歩道整備 3,649 m、水路工 472 m
総事業費： 1,930 百万円
工 期： 平成 ５ 年度～平成 17 年度（最終計画変更年度：平成 15 年度）

〔項 目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

１ 営農経費の軽減
事業実施前には、漏水していた複数のため池の点検、管理のため、毎年定期的な巡回や

補修を行っていたが、ため池の改修により、利水管理に係る施設の運転経費が節減される
とともに、ため池の点検、管理の頻度が減少した事に伴い維持管理費が節減されている。

維持管理費 （事業実施前 7,983 千円／年 → 評価時点 5,404 千円／年）
（泉南市男里土地改良区、信蓮岡中水利組合、幡代水利組合、樽井水利組合、馬場水利組
合、岡田水利組合からの聞き取り）

２ 施設更新による災害防止
ため池の決壊及び水路の溢水による下流農地 60.2 ha、水路 2,244 m、農道 3,569 m等

の農業被害が未然に防止されたことにより、下流の農地が事業実施後も維持されるなど、
安定的な営農活動が継続されている。

また、人家 324 戸、事業所 45 戸、公共施設 26 戸等の一般・公共被害が防止され、地
域住民等の安全が確保されている。

事業実施前 → 評価時点
農業想定被害 986,058 千円 ０ 千円
公共想定被害 4,992,911 千円 ０ 千円

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

① 農業生産の維持
泉南市の水稲の作付面積、生産量ともに評価時点において減少している。
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［生産量］（出展資料：大阪府農林水産統計年報 泉南市）
（平成 ５ 年） → （平成 15 年） → （平成 22 年）

水 稲 ： 1040 t 980 t 972 t

② 農業経営の安定化
泉南市の農業産出額は、評価時点において減少しているが、ため池の決壊及び水路の溢

水による下流農地、農業用施設等の被害が防止されたことにより、下流農地が事業実施後
も維持されるなど、安定的な営農活動が継続されている。

［想定被害面積］（出典資料：大阪府資料 泉南地区）
事業実施前 → 評価時点

水 田 ： 60.2 ha ０ ha

［農業生産額］（出典資料：大阪農林水産統計年報 泉南市）
（平成 ５ 年） → （平成 15 年） → （平成 18 年）

農業産出額： 2,000 百万円 1,650 百万円 1,620 百万円

③ 国土及び環境の保全
［耕地面積］（出典資料：大阪農林水産統計年報 泉南市）

（平成 ５ 年） → （平成 15 年） → （平成 22 年）
耕地面積 ： 563 ha 472 ha 468 ha

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認に関する事項
① 農業経営の安定が図られているか

本地区の受益地は、大阪府が制定している｢大阪府都市農業の推進及び農空間の保全
と活用に関する条例（平成20年施行）｣により市街化区域の生産緑地等を含めて農空間
保全地域に指定されており、本事業で実施したため池改修により、堤体からの漏水が防
止されることで、農業用水が安定確保され、効率的な営農が営まれ 、農空間の保全と
活用が図られている。

② 農用地・農業用施設への被害が防止又は軽減されているか
事業実施後、ため池本体及びため池下流農地には特に大きな被害はなく、農業生産の

維持及び農業経営の安定化に寄与している。

③ 一般・公共施設等における被害の防止又は軽減が図られているか
公共施設、一般家屋等への被害が防止され、地域住民の安全性が確保されている。

④ 人の健康や生活環境への被害が防止又は軽減されているか
周辺の市街化が進む中、生活雑排水等の流入によるヘドロの堆積、悪臭など地域環境

悪化の原因となっていたが、堆積したヘドロの撤去により地域環境が改善された。

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額(B) 5,845 百万円
総事業費(C) 2,116 百万円
投資効率(B/C) 2.76

（注）投資効率方式により算定。

ウ 事業により整備された施設の管理状況
・ 本事業によって造成された施設は、泉南市男里土地改良区、信蓮岡中水利組合、幡代水利

組合、樽井水利組合、馬場水利組合、岡田水利組合によって、草刈り、施設点検等が実施さ
れており、適切に管理されている。

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

ため池改修、遊歩道整備等の総合的な整備の実施により、快適な水辺空間が創設・保全
されゴミ等の不法投棄が減少した。



- 343 -

遊歩道整備を実施した君ヶ池においては、周辺住民の憩いの場として利用されており、
訪問者一人当たりの週訪問回数が整備前 2.0 回/人・週に対して整備後 4.2 回/人・週に
増加している。また、アンケート調査の結果、利用者の 85 ％が整備により生活環境改善
が図られたと感じている。

２ 自然環境
ため池改修に係る工事施工範囲を必要最小限にとどめ周辺環境への影響を緩和した。

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

産業別人口について、泉南市においては第三次産業の比率が高い。第一次産業について
は事業実施前から減少しているものの、大阪府平均に比べると比率が高い状況である。

［産業別就業人口］（出典資料：国勢調査 泉南市）
（平成 ２ 年） → （平成 17 年）

第一次産業: 993 人(市 3.8 ％､府 0.7 ％) 756 人(市 2.9 ％､府 0.6 ％)
第二次産業: 9,990 人(市 38.5 ％､府 36.4 ％) 7,333 人(市 27.8 ％､府 26.8 ％)
第三次産業: 14,936 人(市 57.6 ％､府 62.9 ％) 18,245 人(市 69.3 ％､府 72.6 ％)

計 : 25,919 人 26,334 人

２ 地域農業の動向
泉南市における経営耕地面積、農家戸数は減少してる。

［経営耕地面積］（出典資料：農林業センサス 泉南市）
（平成 ２ 年） → （平成 12 年） → （平成 17 年）

経営耕地面積: 429 ha 329 ha 304 ha

［専兼業別農家数（販売農家数）の変化］（出典資料：農林業センサス：泉南市）
（平成 ２ 年） → （平成 12 年） → （平成 17 年）

専業農家 : 142 戸 98 戸 111 戸
第一種兼業農家 : 89 戸 73 戸 73 戸
第二種兼業農家 : 390 戸 274 戸 193 戸

計 : 621 戸 445 戸 377 戸

カ 今後の課題等
水源施設として機能を維持するため、適切な管理体制を維持する必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、ため池の決壊、水路の溢水による下流の農
地、農業用施設、公共施設等への被害が防止されるとともに、ため
池の利水や管理に係る維持管理費の軽減に寄与している。

第 三 者 の 意 見 ・ ため池改修により、利水管理に係る施設の運転経費、点検及び管
理に係る維持管理費が節減されている。

・ 農用地、農業施設への被害が未然に防止されることで、安定的な
営農活動が継続されている。加えて、一般・公共施設等や宅地に対
する防災対策となり、地域住民の安全性の確保に役立っている。
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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 九州農政局

都道府県名 福岡県 関係市町村名 柳川市
や な が わ し

事 業 名 農地防災事業（湛水防除事業） 地 区 名 南浜武
みなみはまたけ

事業主体名 福岡県 事業完了年度 平成17年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区は、有明海の干潟及び沖端川の河床の上昇に伴う河川水位上昇による自然排

水能力の低下、地区内の地盤沈下による自然排水能力の低下、地区内の流域開発に伴
う流出率・流出量の増大により排水不良となり湛水被害が生じるようになった。

このため、排水機場を設置することにより強制排水を行い、湛水被害の解消を図る
ことを目的に本事業を実施した。

受益面積：71ha
受益者数：95人
主要工事：排水機場１箇所
総事業費：1,166百万円（事業完了時点）
工 期：平成12年度～平成17年度

〔項 目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

１ 維持管理費の変化
本事業により排水機場を新設したことで、当該施設の維持管理に要する費用が新たに発生

している。
［維持管理費］

事業実施前（平成10年） 計画 評価時点
排水機場運転経費： －千円 → 3,300千円 → 3,300千円
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、柳川市聞き取り）

２ 施設更新による災害防止
事業実施前は、平成９年７月豪雨などにより、農作物、農地、農業用施設に多大な湛水被

害が出たが、事業実施後は、湛水被害を受けていない。
［湛水被害］

事業実施前の想定被害額 102,239千円/年 → 現在の被害額（平成22年） －千円/年

［被害面積］
事業実施前想定（平成10年） 評価時点

水稲 ： 32.9ha → －ha
大豆 ： 4.3ha → －ha
いちご ： 6.0ha → －ha
冬春なす： 5.0ha → －ha

［生産量］
事業実施前想定（平成10年） 評価時点

水稲 ： 56ｔ → 143ｔ
大豆 ： 5ｔ → 13ｔ
いちご ： －ｔ → 238ｔ
冬春なす： 473ｔ → 545ｔ
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［単収］
事業実施前想定（平成10年） 評価時点

水稲 ： 170kg/10a → 500kg/10a
大豆 ： 125kg/10a → 244kg/10a
いちご ： －kg/10a → 4,167kg/10a
冬春なす： 9,450kg/10a → 13,636kg/10a

［農業生産額］
事業実施前想定（平成10年） 評価時点

水稲 ： 16,395千円 → 29,925千円
大豆 ： 1,301千円 → 1,227千円
いちご ： －千円 → 269,226千円
冬春なす： 125,685千円 → 114,123千円
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、農林水産統計年報、柳川市聞き取り、ＪＡ柳川ＨＰ）

イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

① 農業経営の安定化
排水機場の設置によって多大な被害を受けることがなくなったため、安定した農業経営

が可能となっている。
［作付面積］

事業実施前（平成10年） 評価時点
水稲 ： 32.9ha → 28.5ha
大豆 ： 4.3ha → 5.5ha
いちご ： 6.0ha → 5.7ha
冬春なす： 5.0ha → 4.0ha

注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。
（資料：事業計画書、柳川市聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 農業経営の安定化、農用地・農業用施設への被害の防止又は軽減

排水機場の設置により、事業完了後は農作物等への湛水被害はなく、農業経営の安定化
が図られている。

② 人の健康や生活環境への被害防止又は軽減
排水機場の設置により、事業完了後は住宅地等への浸水被害はなく、集落地帯及び周辺

の衛生環境の向上と民生の安定が図られている。
（柳川市聞き取り）

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）1,335百万円
総事業費（C） 1,291百万円
投資効率（B/C）1.03
（注）投資効率方式により算定。

ウ 事業により整備された施設の管理状況
排水機場の管理は、筑後中部地区土地改良事業連絡協議会に管理を委託しており、管理費に

ついては当該協議会の関係市町（柳川市・筑後市・大川市・大木町）で負担している。
（柳川市聞き取り）

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本施設の稼働により、受益地区内の湛水被害が著しく軽減されている。また、防音設備の
導入により深夜での稼働でも周辺住民への影響は軽微である。

（柳川市聞き取り）
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オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

若者世代の進学や就職などによる流出や出生数の減少のため、柳川市の人口は減少傾向に
ある。

また、産業別就業人口については、第１次産業及び第２次産業は減少傾向にあるが、第３
次産業は大きな変化はない。
［総世帯数･総人口の状況］

（平成７年） （平成22年） 増減
総世帯数： 21,864戸 → 24,569戸 2,705戸増（ 12％）
総人口 ： 79,806人 → 71,748人 8,058人減（△10％）

［産業別就業人口］
（平成７年） （平成17年） 増減

第１次産業： 5,651人 → 4,543人 1,108人減（△20％）
うち農業： 3,114人 → 2,689人 425人減（△14％）

第２次産業： 12,577人 → 9,767人 2,810人減（△22％）
第３次産業： 20,366人 → 20,150人 216人減（△ 1％）

（国勢調査、柳川市聞き取り）

２ 地域農業の動向
後継者不足により、農家数及び農業就業人口が減少し、それによる農地の転用が農地面積

の減少を招いていると考えられる。
また、経営規模別農家数では、3.0ha以下の経営規模の農家数が減少するなか、3.0ha以上

の農家数は増加傾向にある。このことは、農家の大規模化が進んでいる背景があると考えら
れる。
［農地面積・農地数の状況］

（平成７年） （平成22年） 増減
農地面積 ： 4,403ha → 4,010ha 393ha減（△ 9％）
農家数 ： 5,027戸 → 1,018戸 4,009戸減（△80％）
農業就業人口： 5,399人 → 1,506人 3,893人減（△72％）

［経営規模別農家数の状況］
（平成７年） （平成22年） 増減

経営規模3.0ha以下農家数： 4,934戸 → 904戸 4,030戸減（△82％）
経営規模3.0ha以上農家数： 93戸 → 114戸 21戸増（ 23％）

（農林水産統計年報、農林業センサス､柳川市聞き取り）

カ 今後の課題等
施設の操作管理については、管理主体の筑後中部地区土地改良事業連絡協議会の操作依頼に

より地元受益者が行っているが、農業者の減少に伴い操作管理人の担い手不足が懸念される。
今後は、操作管理人の世代交代等を行いながら、操作管理人の担い手育成を進める必要があ

る。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、受益地区内の湛水被害が防止されており、
農業生産の維持及び農業経営の安定が図られると共に、国土の保全
に寄与している。

第 三 者 の 意 見 ・ 特段の意見なし
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（別紙様式３）

農業農村整備事業等事後評価地区別結果書

局 名 九州農政局

都道府県名 佐賀県 関係市町村名 佐賀市（旧佐賀郡川副町）
さ が し さ が ぐ ん か わ そ え ま ち

事 業 名 農地防災事業（湛水防除事業） 地 区 名 川副西
かわそえにし

事業主体名 佐賀県 事業完了年度 平成17年度

〔事業内容〕
事業目的： 本地区をはじめ、筑後川下流域のクリークは、農業用水の貯水・送水の他、洪水の

一時貯留や地域の排水など公益的な機能を有しているが、近年では、都市化・混住化
の進行に伴う流出形態の変化により、クリークに対する洪水負荷が増大しており、ク
リークの法面崩壊及び湛水被害が拡大している状況であった。

このため、地域の幹線的なクリーク等に、急激な水位変動に耐え得るような護岸整
備を行い、洪水調整機能の保全・強化を図ることを目的に本事業を実施した。

受益面積：1,668ha
受益者数：1,893人
主要工事：水路護岸工6,933ｍ
総事業費：1,164百万円（事業完了時点）
工 期：平成13年度～平成17年度

〔項 目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

１ 維持管理費の節減
草刈りについては、事業完了後から土地改良区が国営造成施設管理体制整備促進事業等の

活動として行い、維持管理費が節減されている。
また、溝さらえについては、10年に１回の実施予定であり、評価時点では未実施である。

［維持管理費］
事業実施前（平成11年） 計画 評価時点

草刈り経費 ： 472千円 → 394千円 → 233千円
溝さらえ経費 ： 2,048千円 → 1,533千円 → －千円
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、土地改良区聞き取り）

２ 施設更新による災害防止
事業実施前は、２年に１回程度、農地への湛水が発生していたが、事業実施後は、湛水の

被害を受けていない。
［湛水被害］

事業実施前の想定被害額 121,550千円/年 → 現在の被害額（平成22年） －千円/年

［いちご］
事業実施前想定（平成11年） 評価時点

被害面積 ： 3.5ha → －ha
生産量 ： 118ｔ → 230ｔ
単収 ： 3,372kg/10a → 3,247kg/10a
農業生産額： 126,912千円 → 220,292千円
※想定被害の対象作物はいちごのみ。
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、土地改良区・佐賀市聞き取り）
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イ 事業効果の発現状況
１ 事業の目的に関する事項

① 農業経営の安定化
クリークの護岸整備によって多大な被害を受けることがなくなったため、安定した農業

経営が可能となっている。
［作付面積］

事業実施前（平成11年） 評価時点
水稲 ： 1,061ha → 869ha
大豆 ： 295ha → 445ha
小麦 ： 56ha → 441ha
いちご： 4.2ha → 7.1ha

［生産量］
事業実施前（平成11年） 評価時点

水稲 ： 4,944ｔ → 3,945ｔ
大豆 ： 395ｔ → 1,121ｔ
小麦 ： 174ｔ → 1,666ｔ
いちご： 141ｔ → 230ｔ

［単収］
事業実施前（平成11年） 評価時点

水稲 ： 466kg/10a → 454kg/10a
大豆 ： 134kg/10a → 252kg/10a
小麦 ： 311kg/10a → 378kg/10a
いちご： 3,372kg/10a → 3,247kg/10a

［農業生産額］
事業実施前（平成11年） 評価時点

水稲 ： 1,167,057千円 → 885,667千円
大豆 ： 98,913千円 → 158,954千円
小麦 ： 38,601千円 → 108,234千円
いちご： 126,912千円 → 220,292千円
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、土地改良区・佐賀市聞き取り）

② 国土及び環境の保全
クリークの護岸整備によってクリークの洪水貯水機能が回復し、地域防災機能の保全強

化が図られている。
［機能障害延長］

事業実施前（平成11年） 計画 評価時点
機能障害延長 ： 6,933ｍ → －ｍ → －ｍ
注）評価時点については、平成22年のデータを使用している。

（資料：事業計画書、土地改良区・佐賀市聞き取り）

２ 土地改良長期計画における施策と目指す成果の確認
① 農業経営の安定化、農用地・農業用施設への被害の防止又は軽減

クリークの護岸整備により、事業完了後は農作物への被災歴はなく、農業経営の安定化
が図られている。

② 人の健康や生活環境への被害が防止又は軽減
クリークの護岸整備により、集落地帯及び周辺の衛生環境の向上と民生の安定が図られ

ている。
（土地改良区・佐賀市聞き取り）

３ 費用対効果分析の結果
妥当投資額（B）2,339百万円
総事業費（C） 1,280百万円
投資効率（B/C）1.82
（注）投資効率方式により算定。
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ウ 事業により整備された施設の管理状況
クリークの草刈り等の維持管理については、事業完了後から管理主体である土地改良区が、

国営造成施設管理体制整備促進事業等の活動として実施している。
（土地改良区・佐賀市聞き取り）

エ 事業実施による環境の変化
１ 生活環境

本事業が完了してから当該区域においての被害はなく、地域住民の安全性が向上している。
また、集落部の一部路線については冬期に貯水を行い、防火用水として活用している。

２ 自然環境
事業実施前は、クリーク法面が崩壊し景観も損なわれていたが、当事業によりクリーク護

岸が整備され、維持管理も適切に行われていることから、良好な景観が形成されている。
また、整備後に植物が繁殖しやすい自然環境に配慮した護岸の整備工法を採用している。

（土地改良区・佐賀市聞き取り）

オ 社会経済情勢の変化
１ 社会情勢の変化

総人口は減少しているが、佐賀市街地等への交通アクセスが良く住宅団地が増加したこと
等により、総世帯数は増加している。

また、産業別就業人口については、第１次産業及び第２次産業は減少傾向にあるが、商業
施設の展開で第３次産業が増加傾向にある。
［総世帯数･総人口の状況（旧川副町）］

（平成７年） （平成22年） 増減
総世帯数： 4,991戸 → 5,359戸 368戸増（ 7％）
総人口 ： 19,715人 → 17,559人 2,156人減（△11％）

［産業別就業人口（旧川副町）］
（平成７年） （平成17年） 増減

第１次産業： 3,037人 → 2,485人 552人減（△18％）
うち農業： 1,609人 → 1,362人 247人減（△15％）

第２次産業： 2,487人 → 1,834人 653人減（△26％）
第３次産業： 4,674人 → 4,834人 160人増（ 3％）

（資料：国勢調査）

２ 地域農業の動向
農家数は減少しているが、総農家数の減少割合に対し、専業農家の減少割合は小さくなっ

たいる。
また、経営規模別農家数では、3.0ha以下の経営規模の農家数が減少するなか、3.0ha以上

の農家数は増加傾向にある。このことは、ほ場整備事業等により農地の集約化が図られ、担
い手の農地集約が進んだ結果であると考えられる。
［総農家数・専兼別農家数の状況（旧川副町）］

（平成７年） （平成22年） 増減
総農家数： 1,734戸 → 344戸 1,390戸減（△80％）
専業 ： 270戸 → 140戸 130戸減（△48％）
１種兼業： 454戸 → 129戸 325戸減（△72％）
２種兼業： 1,010戸 → 75戸 935戸減（△93％）

［経営規模別農家数の状況（旧川副町）］
（平成７年） （平成22年） 増減

経営規模3.0ha以下農家数： 1,622戸 → 268戸 1,354戸減（△83％）
経営規模3.0ha以上農家数： 112戸 → 117戸 5戸増（ 4％）

（資料：農林業センサス）
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カ 今後の課題等
評価時点では、維持管理について国営造成施設管理体制整備促進事業の実施による共同作業

で細やかな管理がなされている。
今後は、就労者の減少と農業従事者の高齢化が更に進むことが予想されるので、草刈りや溝

さらえ等のクリークの維持管理については、非農家も含めた地域ぐるみの取り組みとして行う
必要がある。

事 後 評 価 結 果 ・ 本事業の実施により、受益地区内の湛水被害が防止されており、
農業生産の維持及び農業経営の安定が図られると共に、国土の保全
に寄与している。

第 三 者 の 意 見 ・ 特段の意見なし
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